
 

令和 6 年度 

くじゅう地区管理運営協議会 

総会 

 

審議事項 

議題 

１．議案第 1 号 新規正会員の入会について 

２．議案第 2 号 令和 5 年度事業報告および決算報告、 

会計監査報告について 

３．議案第 3 号 特別会計「九州学生ワンダーフォーゲル連盟基金」の 

創設について 

４．議案第 4 号 令和 6 年度 運営方針ならびに取組目標 

及び事業計画（案)、予算（案）について 

５．議案第 5 号 役員改選について 

６．その他 

 

 

 

 

日 時：令和 6 年 5 月 13 日（月） 15:30～17:00 

場 所：天空の大地 久住高原ホテル  
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１．議案第 1 号 くじゅう地区管理運営協議会 新規正会員の入会について 

 

 

 

 

 

 

くじゅう地区管理運営協議会規約第 6 条 1 項に基づき、以下の正会員として入会しようとする者の入会の 

承認を求める。 

 

 

 

 

 

・飯田高原野焼き実行委員会 
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２．議案第 2 号 令和 5 年度事業報告 

（１）ビジターセンター等管理運営事業 

① 長者原ビジターセンター等（タデ原木道を含む）の管理運営を環境省から受託し、職員を雇用して施設等

の適切な維持管理を行った。【来館者数：132,996 人（前年比約 9％増）】 

② くじゅうの自然を紹介した展示の作成・更新を行った。展示は特にインバウンド対応を意識して英語訳を

つけるだけでなく、視認性を向上させるなど、アクセシビリティ・バリアフリーへの配慮をおこなった。 

③ 九重の自然を守る会の協力により、タデ原湿原を利用した自然観察会を開催するとともに、SNS 等で広報

をおこなった。【640 人】 

④ 職員による国立公園レクチャー及び行政機関をはじめとする関係者の視察研修などの受け入れを実施し

た。【レクチャー514 人 視察 12 人】 

⑤ ビジターセンターを拠点とする夜間の協力金付ツアーを企画し 2 回開催した。【37 人】（別紙 1-1） 

⑥ 「くじゅうだより」を年 4 回発行し、関係各所で配布した。また、タデ原やくじゅう連山の自然情報を、

利用者及び協議会会員にメールマガジンなどで提供した。【配信回数 30 回】 

⑦ HP や SNS（X、Facebook・Instgram）を活用してくじゅう地域の最新情報を発信した。またホームページ

をハブとして各 SNS へリンクで飛べるように整備した。【HP 更新 23 回、X 毎日更新・フォロワー887

人、Facebook 更新 81 回・フォロワー7,276 人、Instagram57 回、フォロワー3,895 人】 

⑧ くじゅう地域の自然を紹介するオリジナル商品を開発し、ビジターセンター等で販売した。「くじゅう連山

登山マップ」については、コースタイムなどの内容の改定をおこなった。「くじゅう連山植物図鑑 3」の作

成を行った。（別紙 1-1） 

⑨ 物品販売レジにおいて導入した電子決済サービス Air ペイの運用をすすめた。 

⑩ 館内清掃及び物品の整頓を励行し、快適な環境を維持した。 

⑪ 来館者アンケートを実施するとともに、アンケート結果を受けて展示や応対を改善した。 

⑫ 毎年 3 月末に実施されるタデ原の野焼きに備え、タデ原木道沿いの防火線切りを行った。 

 

（２）自然環境保全・調査活動 

① タデ原や沢水におけるモニタリングサイト 1000 の調査支援と情報発信を行った。また夜のタデ原の活用を

意識して、タデ原において夜間の野生動物の調査を行った。 

② 飯田高原野焼き実行委員会や竹田市に協力し、飲料・軽食の提供や資材の貸与を通じてくじゅう地域の野

焼き活動を支援した。また各野焼き実行委員会の正会員化を検討するとともに、野焼きに必要な背負い式

水のうの更新（6 基）をすすめた。 

③ 関係団体によるオオハンゴンソウ駆除活動などの生態系保全活動については、資材提供や作業協力等を通

して活動を支援するとともに、物品の適切な管理を行った。 

④ タデ原湿原における生態系保全のためシカ柵資材の購入を行った。（別紙 1-2） 

⑤ 男池園地の保全と活用について由布市と連携し資材提供や作業協力等を通して活動を支援した。 

⑥ 自然公園クリーン作戦に軍手や飲料の提供を行い、美化意識の普及啓発を行った。 

⑦ 環境省・大分県・九重町等のくじゅう地域の自然環境保全等に関係する委員会に協力した。 

⑧ 環境保全活動を行う正会員の活動を支援した。 

 

（３）登山道等整備活動 

① くじゅう連山の道迷いが多い箇所を中心に、道標と看板を 1 基ずつ設置した（ローマ字併記）。【設置箇

所：東千里ヶ浜、疥癬湯分岐】また久住高原農業高校の清掃登山の取材を実施した他、玖珠美山高校と坊

原登山道の保全整備活動を実施した。 
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② 関係機関へ登山道整備活動に必要な資材（道具、消耗品）を提供するとともに、物品の適切な管理を行っ

た。 

③ 遭難事故防止のため、協議会公式登山テープを試作し会員団体へ配布した。（別紙 1-3） 

④ くじゅう地域の登山道に関する情報を収集し、利用者や関係機関に提供した。ホームページでは登山道危

険箇所を地図化し、情報提供を行った。 

⑤ 登山道執行者や活動団体が登山道整備活動を迅速に行えるよう、Q-GIS というオープンソースを利用して

地図上で登山道状況が写真を含めて確認できるデータベースを構築した。（別紙 1-3） 

⑥ 正会員活動助成事業として、4 件の登山道保全活動の助成を行った。【みちくさ案内人倶楽部：赤川～扇ヶ

鼻ルート、ネイチャーガイドクラブ：黒岩山・泉水山、指山、坊原】 

 

（４）教育普及・啓発活動 

① タデ原に関する保全活動を行う、「チームタデ原」（九重町内小学校 4 年生～中学校 3 年生）の活動を実施

した。7 月には琵琶湖で開催されたユースラムサールに 1 名参加したほか、8 月には東よか干潟と交流事業

を行った。【実施数 9 回】 

② 九重町の小学校の総合学習でタデ原を題材とした環境学習を実施した。また九重緑陽中学校の職場体験を

受け入れた。竹田市・由布市の国立公園学校区においてもくじゅうだよりの配布をおこない、くじゅう連

山での活動を PR した。【実施数 5 回】 

③ タデ原や館内展示、SNS などで草こづみなど伝統的な環境保全活動を紹介した。 

④ 「登山ミニレクチャー」など国立公園の利用マナー向上のための普及啓発活動やマナーチラシのリニュー

アル・配布を行った。 

⑤ 全国草原再生ネットワークや、西日本自然史系博物館ネットワーク等に加盟し、会員に随時情報提供を行

った。 

⑥ ビジターセンター館内展示・ホームページ・SNS で地域団体の活動や協力金付ツアーの紹介をした。 

⑦ 正会員活動助成事業として、1 件の教育普及・啓発活動を助成した【九重ふるさと自然学校：くじゅうの魅

力を伝えるワークショップ】 

 

（５）その他受託事業等 

① 環境省から公衆トイレや長者原園地の清掃管理業務を受託し、公園環境の整備向上に努めた。 

② 環境省及び大分県管理の登山道・遊歩道の巡視業務を受託し、登山道の安全管理を行った。 

③ 環境省から利用者負担検討業務を受託し、天候に左右されない野生動物をテーマに夜のタデ原を活用した

協力金付ツアーの開発を行った。 

 

（６）組織運営等 

① 業務管理のデジタル化に加え、ChatGPT を活用した議事録作成など業務の効率化に努めた。 

② ビジターセンター内に併設された観光案内所と連携し、利用者への情報提供を充実させた。 

③ 賛助会費・寄付金の電子決済システム「コングラント」を導入し、HP へリンクを貼るなど利用者の利便性

向上に努めた。また賛助会員特典の見直しと会員の情報提供の適正化について検討した。（別紙１-4） 

④ 職員の経験や知識に応じた OJT を含む各種研修に取り組む環境を整備した。また職員の健康維持と業務上

の事故防止を徹底した。 
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３．議案第 3 号 特別会計「九州学生ワンダーフォーゲル連盟基金」の創設について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 寄付規則第 5 条 2 項に基づき、九州学生ワンダーフォーゲル連盟様からの寄付申込 8,821,589 円について、

以下の特別会計創設の承認を求める。 

 

 

 

 

「九州学生ワンダーフォーゲル連盟基金」 
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３．議案第 3 号 

 

 

 

 

 

 

 

特別会計「九州学生ワンダーフォーゲル連盟基金」の創設について 

理由書 

 

 

 

 

 

寄付規則第 3 条 3 号「登山道等管理活動」に使途を限定した寄付の申込であること、また金額が 8,821,589 円

と大きく明瞭かつ適正に管理していく必要があるため。（別紙 2 寄付規則） 
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【 】規約４条の「実施事業」の部分は、次のよ

うに整理されています。 

(1)(3)(5)の部分=＞Ⅰ ビジターセンター等施設管理運営事業 

(2)の部分=＞ Ⅱ 自然環境保全・調査活動 

(4)の部分=＞Ⅲ 登山道等整備活動 

(5)(6)の部分=＞Ⅳ 教育普及・啓発活動 

(6)の部分=＞Ⅴ その他目的にかなう受託事業等 

 

【 】令和 6 年度は、これらの事業を次の方

針に沿って実行します。 

 ① 長者原ビジターセンターを拠点にした情報収集と
発信の充実や国立公園 90周年を記念した普及啓発
をはかるとともに、インバウンドも含め安全で適
正な利用を推進します。 

 ② 協議会会員の中間支援組織として、関係団体との 
協働を重視するとともに、生態系や登山道保全の 
仕組みづくりや人材育成に協力します。 

 ③ 情報をデジタル化し共有の仕組みを構築するとと
もに、情報セキュリティの確保とデジタル技術を 
活用した業務の効率化に努めます。 

４．議案第４号 令和６年度くじゅう地区管理運営協議会 運営方針ならびに取組目標 
 くじゅう地区管理運営協議会 と  「この協議会は、何のために、何をする組織なのか」 
 
 規約第３条 協議会は、長者原ビジターセンター等施設の維持管理並びにくじゅう山群における自然環境保全活動

及び利用者への適正な指導と適正な利用の推進を行い、持続可能な発展に寄与することを目的とする 
 規約第４条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 
        (1) 長者原ビジターセンター等施設の管理運営 
        (2) くじゅう山群及び長者原地区の自然環境保全活動 
        (3) 公園利用者への情報提供及び適正な利用の推進 
        (4) 登山道等の保全・維持管理活動 
    (5) 公園利用者への適正な指導啓発及び教育普及活動 
        (6) その他前条の目的を達成するために必要な事業    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

上記の運営方針のもとで、各事業および組織運営における「令和 6年度取組目標」を次の通り掲げます。 

                     

  目標：インバウンドを含む来館者向けの自然や安全登山に

関する情報発信の充実と、国立公園 90周年を含め

た普及啓発活動に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

  目標：協議会会員や関係団体と連携し、地域に密着した

環境保全活動・調査活動を安全に留意して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

  目標：国立公園の利用者が安全・快適に登山を楽しめるよ

う、執行者や地域団体等と協力して、安全面・環境面

に配慮しながら登山環境を整備する。 

 

 

 

  目標：地域の団体や学校等と協力して、くじゅうを守る人材

の育成やくじゅうを楽しむ人々の意識啓発に取り組む。 

 

 

 

 

  目標：委託者と連絡を密にとりながら、くじゅうの環境保全

や地区の発展に資する受託事業を遂行し、国立公園

利用者の利便性を向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 目標：情報をデジタル化することで、協議会内外にわたる情

報共有の仕組みを整える。また情報セキュリティの確

保と AI を活用した情報発信の充実と業務の効率化を

図る。 

 

 事業Ⅰ／ビジターセンター等運営 

 事業Ⅱ／自然環境保全・調査 

 事業Ⅲ／登山道等整備 

 事業Ⅳ 教育普及・啓発 

 事業Ⅴ その他受託事業等 

 組織運営 協議会の運営に関する業務 

ア インバウンドを意識した自然情報発信や適正な利用の

推進と国立公園 90周年の普及啓発（①②③） 

イ 物品販売の充実と新商品の開発・販売（①②） 

ウ 来館者アンケートを基にした利用者の利便性確保（①

③） 

 

ア 地域団体と連携し希少種を含む動植物の生育状況の

記録と保全の仕組み作りへの協力（②③） 

イ 野焼き時の安全な実施体制構築への協力（②） 

ウ 生態系保全活動への資材提供の充実・作業協力と物品の適

切な管理（②③） 

 

ア 登山道整備の資材提供や活動への参加・協力（①②） 

イ 正会員との登山道データの共有とそれを活用した地域

団体による登山道整備活動の支援（②③） 

ウ 登山道情報のインバウンド対応強化（①③） 

ア 「チームタデ原」による湿地交流会の推進（②） 

イ レクチャー事業等の実施や受入れの推進（①②） 

ウ 地域団体の活動や協力金付イベントの紹介（①②③） 

ア 巡視受託遂行による登山環境の把握と改善（①） 

イ 清掃受託遂行による公園環境の整備・向上（①） 

ウ 利用者負担制度の受託による新たなツアーや保全活

動の推進（①②） 

ア 観光案内所と連携したインバウンド向け情報発信の充

実（①③） 

イ 地域での利用者負担制度の仕組み作りへの協力（①

②③） 

ウ 電子決済制度を始めとするデジタルプラットフォーム

利用のほか、会議録や電話対応など管理業務におけるデ

ジタル技術活用の検討（①③） 
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令和 6 年度事業計画（案） 

（１）ビジターセンター等管理運営事業 

① 長者原ビジターセンター等（タデ原木道を含む）の管理運営を環境省から受託し、職員を雇用し

て施設等の適切な維持管理を行う。 

② くじゅうの自然を紹介した展示の作成・更新を行う。展示は国立公園 90 周年を記念してくじゅう

を代表する自然環境や国立公園の歩みについての企画展示を行うとともに、インバウンド対応を

意識してアクセシビリティ・バリアフリーへの配慮をおこなう。 

③ 九重の自然を守る会の協力により、タデ原湿原を利用した自然観察会を開催するとともに、SNS

で積極的な広報をおこなう。 

④ 職員による国立公園レクチャー及び行政機関をはじめとする関係者の視察研修などの受け入れを

実施する。 

⑤ 「くじゅうだより」を年 4 回発行し、関係各所で配布する。また、タデ原やくじゅう連山の自然

情報を、利用者及び協議会会員に提供する。 

⑥ HP や SNS（Twitter、Facebook、Instagram）を活用してくじゅう地域の最新情報を発信する。

HP ではインバウンド対応を意識して最新情報を英語版でも発信する。 

⑦ くじゅう地域の自然を紹介するオリジナル商品等を開発し、ビジターセンター等で販売する。 

「くじゅう連山植物図鑑 4」の作成をすすめる。 

⑧ 物品販売レジにおいて導入された電子決済サービス（エアレジ）の運用をすすめる。 

⑨ 館内清掃及び物品の整頓を励行し、快適な環境を維持する。 

⑩ 来館者アンケートを実施するとともに、アンケート結果を受けて展示や応対を改善する。 

 

（２）自然環境保全・調査活動 

① 関係団体と協力し、希少種を含む動植物の生育状況を記録する。タデ原湿原の希少植物のシカ対策

については、環境省・九重町による生態系維持回復事業（シカ柵の維持管理等）に協力するととも

に、信州大学緑地生態学研究室に調査を委託し、シカ柵設置の効果について検証する。（別紙 3） 

② 飯田高原野焼き実行委員会や竹田市に協力し、支援物資や保険費用の一部助成などくじゅう地域

の野焼き活動を支援する。また野焼きに必要な背負い式水のうの更新をすすめる。 

③ 関係団体によるオオハンゴンソウ駆除活動などの生態系保全活動については、資材提供や作業協

力等を通して活動を支援するとともに、物品の適切な管理を行う。 

④ 男池園地の保全と活用について由布市に協力して資材の提供や情報発信を行う。 

⑤ 自然公園クリーン作戦等に協力し、美化意識の普及啓発を行う。 

⑥ 環境省・大分県・九重町などのくじゅう地域の自然環境保全等に関係する委員会に委員として協

力する。 

⑦ 自然環境保全・調査活動を行う正会員の活動を助成する。 

 

（３）登山道等整備活動 

① くじゅう連山の道標の制作・交換作業を行う。また地域の高校・団体と連携した登山道保全整備活

動へ参加・協力する。 

② 関係機関へ登山道整備活動に必要な資材（道具、消耗品）を提供するとともに、物品の適切な管理

を行う。 

③ 遭難事故防止のため、公式登山テープを作成し会員団体へ配布する。 
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④ くじゅう地域の登山道に関する情報を収集し、利用者や関係機関に提供する。HP 上では登山道危

険箇所を地図化し情報提供をおこなう。地図は英語併記したものに更新するとともに、HP 英語版

での登山道新着情報をアップし、インバウンド対応を強化する。 

⑤ 登山道の荒廃状況をデータベース化し、登山道の執行者や地域団体による登山道整備活動の支援

に役立てる。 

⑥ 登山道等整備活動を行う正会員の活動を助成する。 

 

（４）教育普及・啓発活動 

① タデ原の保全活動を行う、「チームタデ原」（九重町内小学校 4 年生～中学校 3 年生）の活動を随時

実施する。また県外のラムサール条約登録湿地との交流を実施する。 

② 九重町・竹田市・由布市等の小中学校の総合学習等において、タデ原やくじゅう連山を題材とした

環境学習を推進する。 

③ 「登山ミニレクチャー」など国立公園の利用マナー向上のための普及啓発活動やマナーチラシ（多

言語化）の制作・配布を行う。 

④ 全国草原再生ネットワークや、西日本自然史系博物館ネットワーク等に加盟し、会員に随時情報提

供を行う。 

⑤ 教育・普及啓発活動を行う正会員の活動を助成する。 

 

（５）その他受託事業等 

① 環境省から公衆トイレや長者原園地の清掃管理業務を受託し、公園環境の整備向上に努める。 

② 環境省及び大分県管理の登山道・遊歩道の巡視業務を受託し、登山道の安全管理を行う。 

③ 環境省から利用者負担検討業務の受託を検討し、新たな協力金付ツアーの素材の収集・調査を行う。 

 

（６）組織運営等 

① 管理業務のデジタル化を推進し、情報セキュリティの確保に努める。またデジタル技術を活用し

た電話応対の効率化と品質向上を検討する。 

② ビジターセンター内に併設された飯田高原観光案内所と連携し、特にインバウンド向けの情報提

供を充実させる。 

③ 賛助会費及び寄付金の Web 決済制度「コングラント」の運用をすすめ、SNS での情報発信にリン

クを貼るなど賛助会員及び寄付制度の拡充に努める。また正会員も含め適切な会員管理や情報発

信のセキュリティ確保に努める。 

④ 活動団体の活動支援金や助成金額などの支援内容を見直し、適正な執行体制について検討する。 

⑤ 大分県主催オーバーユース対策部会におけるくじゅう連山の利用と保全の仕組み作りに協力す

る。 

⑥ 職員の経験や知識に応じた OJT を含む各種研修に取り組む環境を整備する。また職員の健康維持

と業務上の事故防止を徹底する。 
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５．議案第５号 役員改選について 

 

 

 

くじゅう地区管理運営協議会規約第 9 条 2 項に基づき、以下の役員改選の承認を求める。 

 

 

 

 

役員 

会長 九重町 町長 日野 康志 

副会長 竹田市 市長 土居 昌弘 

理事 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 所長 三宅 悠介 

理事 大分県生活環境部 審議監 井下 秀子 

理事 筋湯温泉観光協会 会長 武石 正伸 

理事 筌ノ口温泉観光協会 会長 清水 弘明 

理事 NPO 法人竹田市観光ツーリズム協会 会長 工藤 厚憲 

監事 九重・飯田高原観光協会 会長 上田 恒久 

監事 有限会社スパ・グリネス 会長 渡邉 秀雄 
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くじゅう地区管理運営協議会 規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、くじゅう地区管理運営協議会（以下「協議会」という）と称する。但、通称名称と

して「くじゅうファンクラブ」を使用する。 

 

（事業所） 

第２条 協議会の事務所を大分県玖珠郡九重町大字後野上 九重町役場 内に置く。 

 

（目的） 

第３条 協議会は、長者原ビジターセンター等施設の維持管理並びにくじゅう山群における自然環境

保全活動及び利用者への適正な指導と適正な利用の推進を行い、持続可能な発展に寄与することを

目的とする。 

 

（事業） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１） 長者原ビジターセンター等施設の管理運営 

（２） くじゅう山群及び長者原地区の自然環境保全活動 

（３） 公園利用者への情報提供及び適正な利用の推進 

（４） 登山道等の保全・維持管理活動 

（５） 公園利用者への適正な指導啓発及び教育普及活動 

（６） その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 

（構成） 

第５条 協議会の会員は、次の２種類とする。 

（１） 正会員は、この会の目的に賛同する環境省・大分森林管理署・大分西部森林管理署・大分

県・九重町・竹田市・由布市・飯田高原観光協会・筋湯温泉観光協会・筌ノ口温泉観光協

会・竹田市観光ツーリズム協会・長者原地区及びくじゅう山群に関係する個人又は団体 

（２） 賛助会員は、この会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した者 

 

 （入会） 

第６条 前条第１号に規定する正会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、総

会の承認を得るものとする。 

２ 前条第２号に規定する賛助会員として入会しようとする者は、別途定める規則により賛助会員と

する。 
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（会費） 

第７条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。 

（１） 正会員 １０，０００円以上とする。なお、総会において認められた場合はこの限りでな

い。 

（２） 賛助会員 別途定める賛助会員における規則のとおり 

２ 災害等の事由により会費の納入が困難な者には、本人の申請及び会長の承諾を経て会費の減免を

することができる。また、その他減免の必要がある場合においても会長が決定し、正会員へ報告す

る。 

 

（退会） 

第８条 会員は、退会届を会長に提出し、次回総会で退会することができる。 

２ 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 

（１） 本人が死亡したとき又は団体が解散したとき 

（２） 会費を２年以上納入しないとき 

 

（役員） 

第９条 協議会に、次の役員を置く。 

   会 長 １名 

   副会長 １名 

   理 事 若干名 

   監 事 ２名 

２ 会長は九重町長とし、理事及び監事は、正会員の中から互選により選出する。 

３ 役員の任期は、２年とし再任を妨げない。 

４ 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

 

（役員の職務） 

第１０条 会長は、協議会を代表し会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は会長の職務を代行する。 

３ 理事は、会務を執行する。 

４ 監事は、会務及び会計を監査する。 

 

（幹事） 

第１１条 協議会の運営に関する業務を処理するため幹事を置く。 

２ 幹事は、正会員の中から役員会に諮り会長が委嘱する。 

 

（顧問） 

第１２条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、役員会に諮り会長が委嘱する。  
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（事務局） 

第１３条 総会の決定に基づき協議会の運営を円滑に行うこと及び第４条に定める事業を実施するた

め事務局を置く。 

２ 事務局は次の各号に掲げる者をもって組織し、会長が任命する。 

（１） 本協議会が直接雇用する職員 

（２） 第５条第１号に定める正会員中、地方公共団体の職員 

３ 本協議会が直接雇用する職員は会長が決定する。 

４ 協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。 

５ 事務局長は、事務局の中から会長が任命する。 

６ 協議会の庶務は、事務局長が総括する。 

 

（会議） 

第１４条 協議会の会議は、総会、役員会、幹事会とし会長が招集する。 

２ 総会は、正会員をもって構成し、会長が議長を務め、年に１回開催（通常総会）するものとす

る。また、総会は以下の事項について議決する。ただし、必要があるときは臨時に開催（臨時総

会）できるものとする。 

（１） 本規約の改正に関すること 

（２） 解散に関すること 

（３） 正会員の入会及び退会に関すること 

（４） 事業の計画及び収支予算並びにその変更に関すること 

（５） 事業報告及び収支決算に関すること 

（６） 役員の選任又は解任に関すること 

（７） その他会の運営に関する重要事項に関すること 

３ 役員会は、必要に応じて開催し、会長が議長を務め、本規約第１１条第２項及び第１２条第２項

に関すること並びに総会に付すべき事項についての審議及び職員の労務に関すること（就業規則や

給与、手当等を含む）を決定する。 

４ 幹事会は、随時開催し会の活動を企画立案し審議する。 

５ 会議は、それぞれ構成の過半数の出席がなければ開催することができない。 

６ 総会及び役員会の議事は、それぞれ出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。ただし、総会における本規約の変更においては、出席者の３分の２以

上の承認がなければ変更できない。 

７ 幹事会の議事は出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、決定を保留して、次

回の幹事会に再び提案することができる。 

８ やむを得ない理由により会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又

は代理人をもって議決権を行使することができる。  
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 （会長の専決） 

第１５条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認められるとき、招集

が困難であることが明らかであると認めるとき又は総会の権限に属する事項で軽易な事項について

は、これを専決処分とすることができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の会議に報告しなければならない。 

 

 （会計） 

第１６条 協議会の経費は、次のものをもって充てる。 

（１） 会費、負担金及び助成金 

（２） 寄付金 

（３） その他の収入 

 

（資産の管理） 

第１７条 協議会資産は、会長が管理する。 

 

 （会計年度） 

第１８条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（雑則） 

第１９条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。 

 

（改廃） 

第２０条 この規約の改廃は、総会において行う。 

 

（附則） 

本規約は、昭和５８年８月１日から施行する。 

   改正 平成１６年５月２１日 

   改正 平成１７年６月３日 

   改正 平成１８年５月３０日 

   改正 平成２２年６月１日 

   改正 平成２８年５月３１日 

   改正 平成３０年５月２８日 

   改正 令和３年６月１日 

 

 

 

 

 

 

 


